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古隅田川緑道整備事業について

1 事 業概要

足立区と葛飾区の区境付近に位置する古隅田川は、平成 5年 4月 12日 締

結の 「古隅田川整備に関する基本協定」に基づき、両区がそれぞれ4つ の工

区を分担し、整備事業を実施してきたところである。これにより、8箇所の

工区のうち7箇所は平成 11年 度までに概ね整備が完了したものの、残る1

箇所 (VI工区 延長 546m)に ついては蓋架け水路の上に設置された自転

車駐車場移転等の問題から、整備に着手できない状況が続いていたと

このような中で、平成 21年 度には足立区において 「綾瀬地区自転車駐車

場整備計画」が策定され、古隅田川Ⅵ工区における自転車駐車場の段階的な

廃止が可能となったため、平成 22年 度にC区 間の整備工事に着手した。

2 ス ケジュールの変更について

A区 間及びB区 間については、C区 間に引き続き平成 24年 度以降に工事

着手する予定であった。しかし、蓋掛け水路上にある自転車駐車場の受け皿

として足立区が駅周辺に設置する自転車駐車場のうち、「綾瀬西自転車駐車

場」や 「ふげんじ自転車駐車場」の整備は完了したものの、JR高 架下の 「綾

瀬東自転車駐車場」は鉄道事業者の高架橋耐震補強工事の遅れにより、整備
の日程に変更が生じることについて足立区から協議があった。これにより、

本区が計画どおりに道路整備を進めた場合、綾瀬駅から離れた 「綾瀬西自転

車駐車場」を当面の受け皿とせざるをえなくなり、区民の皆さんの利便性の

低下を招くことや周辺地域に放置自転車が発生することが懸念される。この

ため、平成 24年 度に着手する予定であったA区 間の道路整備を二旦見合わ

せ、足立区所管の自転車駐車場の整備 日程に合わせて、道路整備事業を実施

する。これにより、VI工区の全線開通予定年度を当初目標であった平成 27

年度から平成 29年 度に変更する。

3 こ れまでの経過
・平成 5年 4月    「 古隅田川整備に関する基本協定」締結
・平成 11年 度未  8箇 所の工区のうち7箇所の工区で事業完了
・平成 21年 度   足 立区において 「綾瀬地区自転車駐車場整備計画」策定
・平成 22年 度   C区 間の工事着手 (平成 24年 3月末完了予定)
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